
 

難病患者のみなさまへ 

難病患者就職サポーターの支援について 
 

難病患者のみなさまの中には、次のような悩み・不安を 

抱えられている方も多いのではないでしょうか？  

●久しぶりに仕事に戻ることに不安がある 

●自分の症状、体力に合った仕事を見つけたい 

●会社に病気のことを伝えるかどうか迷っている 

●会社にどのように病気のことを伝えたらいいかわからない 

●通院しながら働きたいが、会社に配慮してもらえるだろうか 

 

 

ハローワーク津では「難病患者就職サポーター」が 

 皆さまの就職を支援します（在職中の方の相談も可能です） 

 

【支援内容の例】  

どのような仕事を選べばよいのか、 

就職活動をどのように進めたらよいのかをご一緒に考えます 

♦病気や通院の状況から、会社に配慮を求める内容をご一緒に整理します 

♦仕事へ復帰するに当たっての不安解消のための相談を行います 

♦履歴書・職務経歴書の作成や面接の受け方についてアドバイスします 

♦面接に同行し、会社に病気の特性や職場での配慮事項について説明します 

♦就職後も安心して働いていただくために会社を訪問します 

 

 

難病患者就職サポーターは、毎週月、水、木、金曜日【予約優先制】で相談を行っています 

 

 

 

 

ハローワーク津（③番 専門援助部門）  

住  所：津市島崎町３２７－１ 

連絡先：０５９－２２８－９１６１（43＃） 

 

お気軽にご相談ください 



 

★支援の流れについて★ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレ相談 

求職登録 

※未登録の場合のみ 

支援開始 

・ハローワークや難病相談支援センターなどでの初回相談 

・希望する働き方や通院状況など現状の確認 

・支援メニューの説明、継続的な個別支援への意向確認 

•求職申込書へ希望条件やこれまでの経験を記入 

•就職の希望時期や症状に合わせ、原則予約制とした担当

者制による個別支援を開始 

•これまでの業務や経験を整理し、自己理解を促進 

•職業の特徴や労働市場の理解を促進し職業選択を支援 

•働く上での課題の把握と必要な配慮事項の整理を支援 

•活用できる制度に関する情報提供 

•応募書類作成や面接対策の支援 など 

•電話相談、オンライン相談、復職相談、療養相談 

就職 

•希望に応じて、就職後一定の期間をおいて電話やアンケ

ート、来所相談により、職場適応状況の把握等を実施 

•開示就労の方は、専門援助部門の定着支援対象（原則就労

後 1 回実施） 

•また、職場内でのコミュニケーション等悩みが発生した

場合も適宜ご相談ください 

定着支援 


